
R8年4月から
公欠の対象や手順が変わります！
《 公欠について 》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
保健管理センター
（通称：ほけかん）
＊公欠とは＊
　学内での感染拡大を防ぐために、出席停止となる措置です。
公欠中は自宅療養または待機となり、大学構内への立ち入りが禁止となるため、大学構内での活　
動（授業や部活、図書館利用）はできません。

＊公欠対象の病気＊　
コロナ・インフルエンザと診断された場合が対象です。
発熱し受診をしても、コロナ・インフルエンザ以外の診断の場合は公欠になりません。

＊公欠の手順＊　≪ 受診→メール→電話 の順番です！≫
１．病院を受診しコロナやインフルエンザと診断されたら、罹患の証明書類等を病院から
もらってください。例：検査結果の用紙、検査キットの写真、療養期間の指示書、抗ウイルス薬記載のお薬手帳など（有料の診断書は必要ありません）

２．ほけかんのメールに罹患の証明書類等を添付し、提出してください。

３．ほけかんに電話連絡をください。公欠の期間等を指示します。


＊注意事項＊
・罹患の証明書類等は、受診時に自分から医療機関に申し出てください。
・市販検査キットでコロナやインフルエンザが陽性になった場合は、すぐにほけかんに電話連絡をください。
・公欠の手順は１、２、３の順番に進めてください。
・公欠の手順に不足がある場合は、公欠は認められません。（証明書類等の提出は必須です）
・メールと電話は開所時間内にしてください。



〖保健管理センター　連絡先〗
	電話番号・メール
	開所時間

	0166-68-2768
hokekan.amu@asahikawa-med.ac.jp
	平日　8：30～17：00






